
 
千葉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱 

 
（目 的） 

第１ この要綱は、地震により被災した建築物の危険度の応急の判定、表示等（以下、「応急

危険度判定」という。） を行う千葉県被災建築物応急危険度判定士（以下、「応急危険度

判定士」という。） を認定し、建築物の余震等による倒壊、部材の落下等から生じる二次

災害の防止を図り、もって住民の安全を確保することを目的とする。 
 

（定 義） 
第 2 この要綱において応急危険度判定士とは、知事の認定を受け応急危険度判定を行う者を

いう。 
 

（認定、登録及び登録証の交付） 
第３ 応急危険度判定士の認定は、知事が行う。 
２ 知事は、申請者を応急危険度判定士として認定したときは、応急危険度判定士台帳に登

録するとともに、応急危度判定士登録証（以下、｢登録証｣という）を交付するものとする。 
３ 知事は、登録証の有効期間満了日までに第１０の届出がない場合は更新の意思があるも

のとみなし、応急危険度判定士台帳に更新した旨を記載するとともに、登録証を交付する。

なお、交付日は有効期間満了日の翌日とする。 
 

（有効期間） 
   第４ 登録証の有効期間は５年間とする。 
    ２ 第５第１項の規定により交付される登録証は前項にかかわらず交付を受けたときから効力

を生じ、その有効期間は当該登録証の交付を受けた日の属する年度の翌年度の４月１日から

起算して５年間とする。 
 

（認定申請） 
第５ 応急危険度判定士として認定を受けようとする者（千葉県内に在住又は在勤する者に限

る。）は、応急危険度判定士認定申請書を知事に提出するものとする。 
２ 認定の申請は、第６第 1 項の規定による講習会を修了した者又は他の都道府県における

同様の講習を修了した者でなければ行うことができない。 
   

（講習会） 
第６ 知事は、応急危険度判定に必要な建築技術を習得させるため、講習会の実施の措置を講

ずるものとする。 
２ 講習会の受講資格者は、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項の規定によ  

る建築士（千葉県内に在住又は在勤する者に限る。） 、建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２７条第１項の規定による技術検定に合格した一級建築施工管理技士（千葉県内に在住又は

在勤する者に限る。）又はその他知事が認めた者とする。 
３ 講習会の内容は、次の各号に掲げるものとする。 



 
（１） 総論 
（２） 応急危険度判定技術（共通技術及び建築構造毎の判定技術） 
（３） その他必要な事項 

４ 知事又は知事が指定する講習会の主催者は、講習を修了した者を講習会受講修了者台帳

に登載するものとする。 
 
 

（応急危険度判定士の任務） 
第７ 応急危険判定士は、地方公共団体等の依頼により、応急危険度判定を行うものとする。 
２ 応急危険度判定士は、応急危険度判定の業務を行う際には、常時、登録証を携帯するも

のとする。 
 

（登録事項の変更） 
第８ 応急危険度判定士は、第３第２項の規定により登録した事項に変更が生じたときは、 

速やかにその旨を知事に届け出るものとする。 
２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、応急危険度判定士台帳及び登録証の修

正を行うものとする。 
 

（登録証の再交付） 
第９ 応急危険度判定士は、登録証を紛失し、又は汚損したときは、速やかにその旨を知事に

届け出るものとする。 
２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、登録証を再交付するものとする。 
３ 前項の規定により登録証の再交付を受けた応急危険度判定士は、紛失した登録証を発見

したときは、速やかに当該登録証を知事に返納するものとする。 
 

（登録の辞退） 
第１０ 応急危険度判定士は、登録を辞退しようとするときは、速やかにその旨を知事に届け

出るものとする。 
２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、応急危険度判定士台帳から、抹消す

るものとする。 
 

（死亡の届出） 
 第１１ 応急危険度判定士が、死亡したときは、その相続人は、速やかにその旨を知事に届け出 

るものとする。 
     ２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、応急危険度判定士台帳から、抹消する 

ものとする。 
 

（認定の取り消し） 
第１２ 知事は、応急危険度判定士が次の各号に該当する場合においては、認定を取り消すこ

とができる。 



 
（１）建築士法第９条第１項に基づく免許の取り消しを受けた者。 
（２）建築士法第１０条第１項に基づく懲戒を受けた者。 
（３）前各号に規定する者のほか、知事が不適任と認めた者。 

２ 知事は、前項の規定により認定の取消しを行ったときは、応急危険度判定士台帳から

抹消するとともに、登録証を返納させるものとする。 
（実施細目） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、応急危険度判定士の認定に関し必要な事項は、別に定

める。 
 

（予算措置） 
第１４ この要綱の運用は、各年度の予算の範囲内において行うものとする。 
 
 
附 則 

この要綱は平成７年１０月１２日から施行する。 
附 則 

この要綱は平成１３年３月２２日から施行する。 
２ 改正前の千葉県震災建築物応急危険度判定士認定要綱第３の規定により交付された千

葉県震災建築物応急危険度判定士認定証は、改正後の千葉県被災建築物応急危険度判定士

認定要綱第３の規定により交付された「千葉県被災建築物応急危険度判定士認定証」とみ

なす。 
３ 改正前の千葉県震災建築物応急危険度判定士認定要綱第５の規定により交付された千

葉県震災建築物応急危険度判定士認定講習会受講修了証は、改正後の千葉県被災建築物応

急危険度判定士認定要綱第５の規定により交付された「千葉県被災建築物応急危険度判定

士認定講習会受講修了証」とみなす。 
 
   附 則 

この要綱は平成２０年１１月２８日から施行する。 
 
   附 則 
       この要綱は平成２１年４月１日から施行する。 

２ 改正前の千葉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱第３の規定により交付された認

定証の効力及び有効期間については、なお従前の例により、改正後の最初の更新について

は有効期間満了日の翌日から効力を生じ、その有効期間は当該認定証の交付を受けた日の

属する年の翌年度の４月１日から起算して５年間とする。 
 
附 則 

この要綱は平成２２年３月１５日から施行する。 
 

附 則 



 
この要綱は令和４年１０月１４日から施行する。 

附 則 
この要綱は令和５年１２月１９日から施行する。 


